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はじめに 

  昨今の情報化社会の進展は目まぐるしく、スマートフォンの普及、通信状況の進化

によりインターネットやソーシャルネットワーキングサービス等を通じ、情報の取得

ややり取りが手軽にできるようになりました。数年前までは考えられない状況です。 

しかし、情報環境が快適になる一方、トラブルなども多いことは皆様もご承知のこ

とと思います。これは子どもを取り巻く環境においても例外ではなく、情報が溢れる

現代社会を生き抜くため様々な情報を見極め必要なものを判断、選択し活用していか

なければなりません。 

また、子どもが勉強や習い事にかける時間は多く、読書にかける時間を多く取るこ

とが難しいと推測されますが、読書を通じて得ることのできる読解力、想像力、思考

力、表現力、学ぶ楽しさ、知る喜び等は生涯における財産となると考え、全ての子ど

もに体得してもらいたいと切に願います。そのためには、子どもが読書の習慣を身に

付けることが大切です。 

本市では子どもが発達段階に応じて読書習慣を身に付けることができるよう、赤ち

ゃんと保護者がゆっくりと向き合い、触れ合うひと時を持つきっかけをつくるブック

スタート事業をはじめ、ボランティアの皆さんの協力による読み聞かせ、学校での朝

読書、子ども向けイベント等を開催しています。子どもの読書活動に関しては、家庭、

地域、学校等を通じた社会全体で取り組んでいく必要があります。 

 この第三次計画では、これまでの基本方針等を踏まえつつ、小学生から高校生まで

に行ったアンケート結果を掲載するなどし、当事者である子どもの現状と課題、今後

の施策をまとめました。今後も、この計画に基づき、家庭、地域、保育園、幼稚園、

学校、図書館等が相互に連携することで、子どもの読書活動を推進してまいります。 

結びに、本計画の策定に当たり、ご尽力いただいた、伊東市子ども読書活動推進計

画策定委員をはじめ関係機関の皆様に心から深くお礼申し上げます。 

 

 

令和２年３月 

 

 

伊東市教育長  髙 橋  雄 幸  
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第１章 子ども読書活動推進計画策定の趣旨 

 

 

１ 計画の目的 

    

「子どもの読書活動の推進に関する法律」第２条に「子ども（おおむね１８

歳以下の者をいう。以下同じ。）の読書活動は、子どもが、言葉を学び、感性

を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を

身に付けていく上で欠くことのできないもの」と記されており、第四条には地

方公共団体の責務として、「基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、そ

の地域の実情を踏まえ、子どもの読書活動の推進に関する施策を策定し、及び

実施する責務を有する。」と定められています。 

伊東市では、平成１９年１１月に「第一次伊東市子ども読書活動推進計画」、

平成２７年３月に「第二次伊東市子ども読書活動推進計画」を策定し、これら

に基づき施策を展開してきました。「第三次伊東市子ども読書活動推進計画」

では、本市の子どもの読書環境のさらなる向上につながるよう、国、県の動向

及び本市における環境の変化等を踏まえつつ、第一次・二次推進計画の基本的

な考えを継承し、引き続き読書環境を整備していくことを目的とします。 
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２ 国及び県の動向 

  

＜国の動き＞ 

国は、平成１１年８月に読書活動の重要性を認識し、子どもの読書活動を

支援するため平成１２年を「子ども読書年」とすることを決議しました。平

成１３年１２月には「子どもの読書活動の推進に関する法律」が成立し、４

月２３日を「子ども読書の日」とするほか、子ども読書に関する基本理念や

国及び地方公共団体の責務等が定められました。 

その後、この法律に基づき平成１４年８月に、「子どもの読書活動の推進に

関する基本的な計画」が策定され、全ての子どもがあらゆる機会と場所にお

いて自主的に読書活動ができるよう、家庭、地域、学校等の連携・協力を重

視し、環境の整備を積極的に推進しました。この計画は、平成２０年３月に

第二次、平成２５年５月に第三次、平成３０年４月に第四次の計画が策定さ

れています。 

第三次基本計画期間中には、学校図書館法（昭和２８年法律第１８５号）の

改正、学習指導要領の改訂等、子どもの読書活動に関連する法制上の整備がな

されました。 

 

 

＜静岡県の動き＞ 

県は、平成１６年１月に「読書県しずおか」の構築を目指して「静岡県子ど

も読書活動推進計画」を策定しました。この計画は、平成２０年２月策定の「後

期計画」、平成２３年３月策定の「第二次計画」、平成２６年３月策定の「第二

次中期計画」、そして平成３０年３月策定の「第三次計画」に引き継がれ、家

庭、地域、学校等の連携により社会全体が読書推進に取り組んでいくための施

策の方向がまとめられています。 
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＜国の動き＞ 

平成１１年 ８月 「子ども読書年に関する決議」採択 

（平成１２年を「子ども読書年」と定める。） 

平成１３年１２月 「子どもの読書活動の推進に関する法律」施行 

         （４月２３日を「子ども読書の日」と定める。） 

平成１４年 ８月 「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」策定 

平成２０年 ３月 「第二次子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」

策定 

平成２０年 ６月 「国民読書年に関する決議」採択 

（平成２２年を「国民読書年」と定める。） 

平成２３年１２月 「図書館法（昭和２５年法律第１１８号）の一部改正法」

成立 

平成２４年１２月 「図書館の設置及び運営上の望ましい基準（平成２４年文

部科学省告示第１７２号。以下「望ましい基準」という。）」

改正 

平成２５年 ５月 「第三次子どもの読書活動の推進に関する基本的な計

画」策定 

平成２７年 ４月 学校図書館法（昭和２８年法律第１８５号）の改正 

平成２９年 ３月 学習指導要領の改訂 

平成３０年 ４月 「第四次子供の読書活動の推進に関する基本的な計画」

策定 

 

＜静岡県の動き＞ 

平成１６年 １月 「静岡県子ども読書活動推進計画」策定 

平成２０年 ２月 「静岡県子ども読書活動推進計画－後期計画」策定 

平成２３年 ３月 「静岡県子ども読書活動推進計画－第二次」策定 

平成２６年 ３月 「静岡県子ども読書活動推進計画－第二次中期計画」策 

         定 

平成３０年 ３月 「静岡県子ども読書活動推進計画－第三次計画」策定 
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３ 計画の位置づけ 

    

「第三次伊東市子ども読書活動推進計画」は、「子ども読書活動の推進に関

する法律」第８条、第９条の規定に基づいて策定された「子供の読書活動の

推進に関する基本的な計画」及び「静岡県子ども読書活動推進計画」に基づ

き策定します。 

また、「第四次伊東市総合計画」には、「市民が生涯を通じていつでもどこ

でも快適に学習できるまちを目指すため、情報提供拠点施設として図書館機

能の充実に努める」とあるほか、「伊東市次世代育成支援行動計画」では「児

童の健全育成のため、図書館活動の充実に努める」とあり、本市が策定した

両計画に本計画は、位置づけられています。 

 

４ 計画の対象 

   

本計画の対象は、０歳からおおむね１８歳までの子どもとします。 

 

５ 計画の期間 

   

本計画の期間は、令和２年度から令和６年度までの５年間とします。将来を

見通した本市の読書活動の目指すべき姿と計画的に取り組むべき施策を示し

ています。 

なお、進捗状況等を踏まえ、必要に応じて本計画の見直しを図ります。 

 

６ 計画の作成方法 

   

本計画の策定にあたっては、国の「子供の読書活動の推進に関する基本的な

計画」および静岡県の「静岡県子ども読書活動推進計画」に基づき、伊東図書

館にて原案を作成しました。まず、市内の保育園、幼稚園、小学校、中学校、

高等学校、特別支援学校に対し、アンケートを実施し、５年前の回答と比較な

どしました。その後、伊東市子ども読書活動推進計画策定委員会で協議し、市

民意見募集（パブリックコメント）を経て、伊東市教育委員会が策定しました。  
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第２章 基本方針 

 

 

１ 計画の基本方針 

  

全ての子どもたちが、あらゆる機会とあらゆる場所において本に親しみ、子ど

もの成長に応じて読書の楽しさを経験できるよう、本市全体で読書環境の整備・

充実に取り組んでいきます。本市では、以下の観点から子どもの読書活動を推進

していきます。 

 

⑴  子どもが読書の楽しさを知る機会の提供に努めます。 

⑵  読書環境の整備・充実に努めます。 

⑶  家庭、地域、学校、図書館等、関係機関の連携を強化します。 

⑷  子どもの読書活動の意義や重要性を啓発するとともに、普及するための広

報活動に努めます。 
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第３章 子ども読書活動推進計画のための施策 

１ 家庭における取り組み 

家族で本を読み、読んだ本について話し合い、楽しい時間を共有することは、

家族のきずなを深めます。子どもの読書活動の習慣付けは、生活の基礎である

家庭において、子どもが読書に親しむ環境であることが重要になってきます。 

 

⑴ 現状 

ア 本市では、乳幼児期から家庭で本に親しむ環境づくりができるよう、生

後７か月から９か月までの乳児を対象に赤ちゃん向けの絵本を“手渡す”

ブックスタート事業を実施しています（平成３０年度実施率７９．６％）。

読書への入り口として、絵本を通して赤ちゃんとその家族に楽しい時間

を過ごしてもらうため、読み聞かせをしながら赤ちゃん向けの絵本を推

薦し２冊手渡しているほか、「おはなし会」の情報や伊東図書館の利用に

ついて広報し、子どもと本を結び付ける機会の創出に努めています。 

また、期間中に受け取らなかった対象者に対し、３か月後に再通知する

ことでブックスタート事業への参加を促しています。平成３０年度からは、

再通知でも参加しなかった対象者に、１歳６か月健診において手渡しする

ことで、市内に住む赤ちゃん全てがブックスタート事業に参加することを

目指しています（１歳６か月健診まで含めた平成３０年度実施率８４．

９％）。 

イ 乳児の保護者に対し、保健師による家庭訪問の際、静岡県読書ガイドブ

ック「本とともだち（あかちゃん版）」を、１歳６か月健診では「親子読

書」啓発用リーフレットを配付することで、子どもの読書活動に関する情

報を提供し、意識啓発を行っています。 

 

 ⑵ 課題 

読み聞かせを自発的に行うなどして、親子や家族のふれあいを通じた読書

のすばらしさを次世代につなげる「親子読書」（以下、「親子読書」という）を

行っている保護者や、図書館を頻繁に利用し、図書館等が実施するイベント

等に積極的に参加する保護者は多くありません。 

原因としては、仕事を持つ保護者の増加、情報通信機器の著しい進歩と普

及、保護者の読書離れ、子どもの校外活動（塾や習い事等）等、様々なことが

考えられ、親子で読書を楽しむ時間を持つことのできない、または持たない

家庭が多くある現状は、改善の必要があります。 
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⑶ 施策 

ア ブックスタート事業を継続して実施し、未実施の乳児に対しては、再

通知の送付や健康診査等における実施などを引き続き行うことで、市内

に住む全ての赤ちゃんが絵本を手にできるよう努めます。 

イ 「おはなし会」や「ぬいぐるみ図書館おとまり会」、その他の児童向け

イベントを実施するとともに、より多くの方に参加してもらえるよう情

報提供します。 

ウ 静岡県読書ガイドブック「本とともだち」（幼児版、小学生版、中学生

版）を利用して、親子読書や読書活動に関し啓発します。 

エ 「としょかんだより」の作成と配付を継続するなど、家庭において、子

どもが本と親しむことができるよう、子どもの最も身近な存在である保

護者に読書の意義や重要性を伝えていきます。 
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２ 地域における取り組み 

  子どもが読書習慣を身に付けていくためには、身近に読書のできる環境を

整えることが重要であり、そのためには地域の協力が不可欠です。本市の３つ

の生涯学習センター（中央会館、ひぐらし会館を除く）と４つのコミュニティ

センター及び２つの児童館（以下、「各施設」という）の特性を生かしつつ、

地域差が生じないよう、子どもの読書環境の整備及び充実に努めます。 

 

⑴ 現状 

地域が身近に本に親しむ主な環境として、各施設の図書室、８か所の放課後

児童クラブ、ボランティアによる読み聞かせがあります。 

 

⑵ 課題 

ア 各施設の図書室は、地域の子どもたちに利用されています。しかし、開

館から２０年以上経過した施設が多く、蔵書の入れ替えが進んでおらず、

各施設のサービスの連携も図られていません。 

放課後児童クラブの近くには、各施設や地域文庫※1、移動図書館「とも

だち号」の巡回ステーションのないところもあり、立地条件等に地域差が

みられることから、これを是正する必要があります。 

  イ 各地域で活動する読み聞かせボランティアの把握ができておらず、ボ

ランティア同士や、各施設とボランティアとの連携が不十分です。 

 

⑶ 施策 

  ア 子どもの読書環境に地域差をなくすため、各施設が連携を図れるよう

努めます。また、移動図書館「ともだち号」については巡回ステーショ

ンを再確認し、巡回を望む地域への運行を検討します。 

  イ 市内にある地域文庫※1について情報収集に努めます。 

ウ 読み聞かせボランティアについて情報収集し、各施設とボランティア

の連携が図れるよう努めます。 

 

※１ 地域文庫：民間や個人のグループが自宅や地域の施設で図書の閲覧や貸出しを行う私設の図書館 

  



 

 

- 9 - 

 

３ 保育園・幼稚園における取り組み 

  乳幼児期には、周りの大人からの話しかけや乳幼児本人が話す言葉を聞い

てもらうなどして、次第に言葉を獲得していきます。そんな中、様々な体験も

増え想像力も豊かになり、絵本や物語を楽しむようになっていきます。 

乳幼児期の読書活動は、子どもの精神的な成長を促す大きな役割を担ってい

ると言えます。 

 

 ⑴ 現状 

２３園中、２１園の保育園と幼稚園（以下、「大多数の保育園と幼稚園」と

いう）は、図書コーナーを設置しており、その多くが、本を園児に貸し出して

いるほか、保育士、教諭又はボランティア（保護者を含む。）による読み聞か

せが行われています。さらに、大多数の保育園と幼稚園が、保護者に対して、

家庭でも園児が本に親しめるよう、読書活動を啓発しています。 

 

 ⑵ 課題 

ア 読書環境の整備 

(ｱ) 大多数の保育園と幼稚園に図書コーナーがありますが、５年前と今

年度の未設置を率で表すと、５年前が５％、今年度が９％で、未設置の

園が増えています。 

(ｲ) 多くの園が新しい本を増やしたいと考えていますが、予算等の関係

で増やすことが難しい現状です。 

(ｳ) 多くの園の図書コーナーのスペースは、狭く、明るさも不足してい

るように感じられます。 

イ 保護者への啓発等 

(ｱ) 大多数の保育園と幼稚園で保護者に対する読書活動の啓発を行って

いますが、５年前と今年度の未実施を率で表すと、５年前が０％、今

年度が９％で、啓発を行っていない園が増えています。 

(ｲ) 読み聞かせや読書が重要であることを保護者に理解して欲しいので

すが、忙しい保護者が多く、親子で絵本を見る時間は多く取れません。 

ウ 伊東図書館やボランティア等との連携 

(ｱ) 伊東図書館の団体貸出制度※2 を利用したことがある園は、５年前も

今年度も２割程度で、制度自体を知らない園が１園あります。 

(ｲ) 保育園と幼稚園、合わせて２３園中、読み聞かせを外部のボランテ

ィアに頼んでいる園は１１園で、それ以外の園では保護者や保育士、

教諭が読み聞かせをしています。 

(ｳ) 市内の広域に渡り、保育園と幼稚園がありますが、市立図書館は１

館のみのため、遠方の園では時間が取れないこともあり、伊東図書館
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を利用できずにいます。 

(ｴ) 伊東図書館には、親子でゆったり絵本に触れることのできるスペー

スや、小さな子どもや静かにすることが難しい子どもを気兼ねなく連

れていくことのできるスペースがありません。 

(ｵ) 伊東図書館は駐車場が狭く、臨時駐車場から離れています。 

 

※２ 団体貸出制度：図書をグループごとに貸出しする制度。１グループ１回３０冊以下、貸出期間は１

か月を限度とする。 

 

⑶ 施策 

ア 読書環境の整備の充実  

(ｱ) 保育園、幼稚園は、引き続き読み聞かせを保育の中に取り入れるこ

とで、園児に読書の楽しさを伝えていきます。 

(ｲ) 伊東図書館は、図書コーナー未設置の園や蔵書数を増やすことので

きない園に対し、登録しなかった寄贈本等を提供する機会を設けると

ともに、団体貸出制度の活用を促します。 

イ 保護者への啓発等の強化  

(ｱ) 親子で絵本等を読むことは、ふれあう機会にもなり、そういった読書 

活動（例えば『子どもに就寝前の５分間程度、絵本を読む』等）が重要

であることを、保護者の会合やおたより等を通し、各保育園、幼稚園で

伝え続けていきます。 

ウ 伊東図書館やボランティア等との連携の促進  

(ｱ) 伊東図書館は、団体貸出制度や静岡県子ども読書アドバイザーにつ

いて各園に案内し、利用促進に努めます。 

(ｲ) 伊東図書館は、ボランティアの読み聞かせ等を希望する園には、紹

介ができるよう、ボランティアの把握に努めます。  

(ｳ) 各園と伊東図書館が相談や情報交換をできる体制づくりを図ります。 
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⑷ アンケート結果  

対象：保育園１４園（平成２６年 ９園）  

幼稚園９園（平成２６年 １３園） 

   ア 図書室（図書コーナー）の設置 

 令和元年 平成２６年 

設置されている ２１園 ２１園 

設置されていない ２園 １園 

イ 図書室（図書コーナー）の本の貸出し 

 令和元年 平成２６年 

貸し出している ２０園 未調査 

貸し出していない ３園 未調査 

   ウ 園児への読み聞かせ 

 令和元年 平成２６年 

読み聞かせをしてい

る 
２３園 ２２園 

読み聞かせをしてい

ない 
０園 ０園 

   エ 家庭への読書活動の啓発 

 令和元年 平成２６年 

啓発している ２１園 ２２園 

啓発していない ２園 ０園 

   オ 伊東図書館の団体貸出制度の利用 

 令和元年 平成２６年 

利用したことがある ５園 ５園 

利用したことがない １７園 １６園 

わからない １園 １園 

   カ その他自由記述より 

    (ｱ) 伊東図書館に期待すること 

      ・親子でゆったり絵本に触れ読み聞かせる広いスペース 

      ・小さな子どもや静かにすることが難しい子どもを連れた方も気

兼ねなく行ける場 

      ・ともだち号を多く活用できるような啓発および移動先の拡充 

      ・開館時間の延長 

      ・図書館の不要本のリサイクル 

      ・駐車場の拡充 

      ・図書館が遠いので利用しにくい 
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     (ｲ) 各園での課題 

      ・図書コーナーのスペースが狭い、暗い 

      ・新しい絵本を増やしたい（古い本、劣化の激しい本が多い） 

      ・文学としての善書に出合うための提供者の質の向上 

      ・保護者への読み聞かせや読書の重要さの啓発 

      ・忙しい保護者も多く、親子で絵本を見る時間が少ない 

      ・家庭に持ち帰った貸出本を子どもだけで見ているようで、汚し

て返却 

      ・園における図書担当者の必要性 
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４ 小学校における取り組み 

  小学生になると、一人で本を読もうとするようになり、語彙の量が増えてき

ます。また、文字から情景をイメージできるようにもなり、さらに自分の考え

方と比較して読むことができるようにもなってきます。上の学年になると好

みの本の傾向も現れ始めます。 

小学校における読書活動は、子どもが生涯にわたって読書に親しみ、読書を

楽しむ習慣を形成していく上で、大きな影響力を持つ時期だと言えます。 

 

⑴ 現状 

 全小学校で、朝読書※３が行われており、読み聞かせもほとんどの学校がボ

ランティアを活用し行っています。ボランティアを活用している学校は連携

も図れています。子ども読書の日、こどもの読書週間※４、読書週間※５に関す

る読書啓発、保護者への読書啓発は多くの学校で実施されています。 

 司書教諭が配置されている学校は６割ですが、学校司書は、全学校で配置さ

れています。ほとんどの学校で、司書教諭や学校司書が、専門知識や技術を高

める研修会等へ出席するための機会を設けています。 

 アンケート結果から、読書が好きな児童が８割以上であることがわかりま

す。また、６割以上の児童が１か月に３冊以上の本を読んでいます。 

 

※３ 朝読書：児童、生徒が、始業前に行う１０分程度の読書 

※４ こどもの読書週間：４月２３日の子ども読書の日から５月１２日までの３週間 

※５ 読書週間：文化の日を挟んだ１０月２７日から１１月９日までの２週間 

 

⑵ 課題 

ア 読書環境の整備 

(ｱ) 学校図書館図書標準※６は、４割の学校が達成しておらず、５年前よ

りも１割減となっています。達成している学校でも、蔵書数に不足を

感じていますが、予算やスペースの関係上、新しい本を増やすことが

難しくなっています。 

(ｲ) 学校の図書室では蔵書管理システムが整備されていないため、図書

資料の検索や図書の貸出し、返却がスムーズではありません。また、市

内の他の小、中学校が所有する図書を把握できていません。 

(ｳ) アンケート結果を見ると、読書が好きではない児童が全体の約１

３％います。「読みたい本がない」や「ゲームやテレビ、ネットのほう

がおもしろい」などが主な理由です。 

イ 調べ学習の効果的な実施 

(ｱ) 調べ学習に適した図書資料の冊数が少なく、古いなどのほか、課題
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により、資料が整っていません。 

(ｲ) インターネットに頼る児童が多く、図書資料を活用できていません。 

ウ 保護者への啓発等 

(ｱ) 保護者の読書活動に関する意識に差があります。 

(ｲ) 様々なメディアの発達や子どもの習い事に費やす時間増などにより、

家庭での読書に対する大切さの理解や時間確保が難しくなっています。 

エ 伊東図書館やボランティア等との連携 

(ｱ) ＰＴＡ会員が減少し、学校図書館の整備ボランティアも減ってきて

おり、本の整理や修理の実施が難しくなっています。 

(ｲ) 伊東図書館に開館時間中に学校から出向くことが難しかったり、多

量の本の運搬が大変であるなど、団体貸出を利用する場合、いくつか

の難点があります。 

オ 司書教諭、学校司書の設置等 

(ｱ) 司書教諭は、５年前は９割の学校に配置されていましたが、今年度

は６割の学校にしか配置されていません。司書教諭の活動時間に関し

ては、５年前も今年度も配置されている学校の約７割が、取れていな

いと感じています。 

(ｲ) 司書教諭や学校司書が知識等を高めるために、研修会などに出席し

ていない学校が、５年前も今年度も２割となっています。 

 

※６ 学校図書館図書標準：平成５年に定められた公立義務教育諸学校において、学校図書館の図書の整

備を図る際の目標として設定したもの。学級数に基づいて定められている蔵

書冊数 

 

 ⑶ 施策 

ア 読書環境の整備の充実  

(ｱ) 蔵書管理システムが導入され、データベース化されれば、貸出し、

返却の手続きが効率的になることに加え、市内の学校図書室をネット

ワーク化することで、校内図書室の蔵書検索だけでなく、市内の他校

の蔵書も検索できます。学校の統合なども考慮しながら、蔵書管理シ

ステムの導入の必要性について、学校と伊東図書館で提言をしていき

ます。 

(ｲ) 伊東図書館は、移動図書館「ともだち号」や巡回文庫※７の拡充を検

討するとともに、学校は団体貸出制度を活用することで、蔵書数の不

足を補います。 

(ｳ) 読書による想像の世界の楽しさ、新たな知識を得る喜びなどを児童

に伝えるため、学校と伊東図書館は本の紹介やイベントの実施等を推

進します。 
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イ 調べ学習の効果的な実施の支援  

(ｱ) 伊東図書館は、団体貸出制度を活用し、調べ学習に不足する資料を

補強するよう、学校の利用を促します。 

(ｲ) インターネットのみに頼ることなく、図書資料も併用した調べ学習

ができるよう、学校、伊東図書館ともに関係資料の充実に努め、環境

体制を整えます。 

ウ 保護者への啓発等の強化  

(ｱ) 学校は、読書活動の重要性について、保護者の会合や通知等で伝え

続け、各家庭が読書に関する時間を確保するよう促します。 

エ 伊東図書館やボランティア等との連携の促進  

(ｱ) 伊東図書館は、学校が希望する項目に適した、静岡県子ども読書ア 

ドバイザーやボランティアの案内ができるよう、情報収集に努めます。 

   (ｲ) 伊東図書館は、学校が団体貸出制度を利用しやすくなるよう、移動

図書館「ともだち号」を利用した団体貸出制度の活用等を考えます。 

オ 学校図書館の活性化  

(ｱ) 児童が学校図書館を効果的に活用できるよう、学校全体で司書教諭

や学校司書をサポートし、活動時間の確保や研修会等への参加ができ

るような協力体制を図ります。 

 

※７ 巡回文庫：移動図書館「ともだち号」の蔵書本から３０冊選書し、２か月に１回、定期的に市内施

設へ届けている。現在の届け先は市内４か所。 
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⑷ アンケート結果【小学校】 

対象：小学校１０校（平成２６年 １０校）  

   ア 読書活動の実施 

 令和元年 平成２６年 

朝読書を実施 １０校 ９校 

読み聞かせを実施 ９校 ９校 

ブックトークを実施 １校 ２校 

その他の活動を実施 １校 ０校 

イ 読み聞かせボランティアの活用 

 令和元年 平成２６年 

活用している ９校 ９校 

活用していない １校 １校 

ウ 伊東図書館の団体貸出制度の利用 

 令和元年 平成２６年 

利用したことがある ５校 ５校 

利用したことがない ５校 ５校 

エ 読書週間に関連した読書啓発 

 令和元年 平成２６年 

実施している ７校 １０校 

実施していない ３校 ０校 

   オ １か月の目標読書冊数 

 令和元年 平成２６年 

決めている ０校 ０校 

決めていない １０校 １０校 

カ 図書標準（学校図書館に整備すべき蔵書の標準）の達成 

 令和元年 平成２６年 

達成している ６校 ７校 

達成していない ４校 ３校 

キ 調べ学習の教諭の伊東図書館利用 

 令和元年 平成２６年 

毎回利用している ０校 ０校 

時々利用している ６校 ８校 

利用していない ４校 ２校 

ク 保護者への読書活動の啓発 

 令和元年 平成２６年 

啓発している ８校 ９校 

啓発していない ２校 １校 



 

 

- 17 - 

 

ケ 読み聞かせボランティアとの連携 

 令和元年 平成２６年 

十分取れている ０校 ２校 

取れている ９校 ７校 

取れていない ０校 ０校 

ボランティアを活用

していない 
１校 １校 

コ 司書教諭の配置 

 令和元年 平成２６年 

配置している ６校 ９校 

配置していない ４校 １校 

サ 司書教諭の活動時間の配慮（配置している学校対象） 

 令和元年 平成２６年 

配慮している ２校 ３校 

配慮していない ４校 ６校 

 

シ 学校司書の配置 

 令和元年 平成２６年 

配置している １０校 １校 

配置していない ０校 ９校 

 

ス 学校司書や司書教諭の研修会等への出席 

 令和元年 平成２６年 

出席している ８校 ８校 

出席していない ２校 ２校 

セ その他自由記述より 

    (ｱ) 学校図書館の環境整備の課題 

      ・バーコードで管理したい（パソコンを使ったデータ管理） 

      ・新しい本を増やしたい 

      ・予算がなくシリーズ本や副本（クラス分）をそろえるのが難し     

       い 

      ・古い本の廃棄について 

      ・ジャンルにより蔵書に差がある 

      ・配架スペースに限りがあるため充実すべき本について悩む 

      ・パソコンを利用する空間もあるため、図書専用スペースの環境

整備が難しい 

      ・児童数からすると狭い 
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     (ｲ) 調べ学習における課題  

      ・冊数が少ない 

      ・総合的な学習など子どもたちの課題によってはない資料もある 

      ・インターネットに頼る子どもが多く図書を活用できない 

      ・歴史や社会などの調べ学習用の本が古いなど、教科書の教材の

変化に素早く対応できない 

      ・子ども向けに書かれているものの選書が難しい 

      ・図書室にパソコンがないので、パソコンを併用した調べ学習が

難しい 

     (ｳ) 保護者への情報提供や読書啓発における課題 

      ・保護者により温度差がある 

      ・様々なメディアが発達し読書の大切さ、有効性を理解してもら

うことが難しい 

      ・施設から通学する子どももいるので全体に家庭での協力をお願

いすることは難しい 

      ・家庭での読書時間の確保には、メディアの使用時間を制限する

ことをセットで考える必要がある（ノーメディアディなど） 

      ・習い事で忙しい子どもが多く、時間の確保が難しい 

      ・学校ごとでなく、市全体が同じ方向を向いていけるように一括

で情報提供等してはどうか 

(ｴ) その他 

      ・ボランティアが減少している（ＰＴＡ会員の減少） 

      ・整備ボランティアの減少により、学級文庫の本の整理や修繕も

難しくなっている 

      ・伊東図書館での団体貸出を利用した場合、本が重く運搬が大変 

      ・学校司書が勤務内に伊東図書館へ行くことができれば、団体貸

出も利用しやすい 

      ・伊東図書館で本の紹介イベントを行い、図書館へ行くきっかけ

を作る 
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⑸ アンケート結果【小学生】 

対象：小学校１０校の３年生と５年生の各１クラス（３年生：２０６

人、５年生２１８人） 

   ア 読書は好きですか 

 ３年生 ５年生 

好き １２０人 １０３人 

まあまあ好き ６０人 ８５人 

あまり好きではない １６人 ２１人 

きらい １０人 ９人 

イ 読書が「あまり好きではない」、「きらい」な人の理由 

 ３年生 ５年生 

本はおもしろくない ４人 ６人 

読みたいけど時間がない ２人 ５人 

読みたい本がない ８人 ５人 

マンガや雑誌のほうがおもしろい ４人 １人 

ゲームやテレビ、ネットのほうがおもしろい ６人 ９人 

その他 ２人 ４人 

ウ 朝読書以外で１か月に平均何冊本を読みますか 

 ３年生 ５年生 

０冊 １７人 １７人 

１～２冊 ５５人 ７３人 

３～５冊 ７０人 ５５人 

６～１０冊 ２５人 ４４人 

１０冊以上 ３９人 ２９人 
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エ どうしたらもっと本を読むようになると思いますか 

 

 

 ３年生 ５年生 

おすすめの本を誰かに教えてもらう ４９人 ６３人 

おすすめの本のリストをもらう ３７人 ２７人 

みんなが読みたいと思う本を図書室や図書館に置く ４０人 ４６人 

小さい頃から本を読んでもらう １９人 ２３人 

学校で読み聞かせをしてもらう ２２人 １７人 

朝読書など「本を読む時間」をもっと増やす ５１人 ６８人 

本を読むことが楽しくなるようなイベントに参加する ３７人 ３４人 

その他 １０人 １０人 

※複数回答があった場合はカウントしました。 

0 10 20 30 40 50 60

おすすめの本を誰かに教えてもらう

おすすめの本のリストをもらう

みんなが読みたいと思う本を図書室や図書館に置く

小さい頃から本をよんでもらう

学校で読み聞かせをしてもらう

朝読書など「本を読む時間」をもっと増やす

本を読むことが楽しくなるようなイベントに参加する

その他

1
2

3
4

5
6

7
8

３年集計

0 10 20 30 40 50 60 70 80

おすすめの本を誰かに教えてもらう

おすすめの本のリストをもらう

みんなが読みたいと思う本を図書室や図書館に置く

小さい頃から本をよんでもらう

学校で読み聞かせをしてもらう

朝読書など「本を読む時間」をもっと増やす

本を読むことが楽しくなるようなイベントに参加する

その他

1
2

3
4

5
6

7
8

５年集計



 

 

- 21 - 

 

オ どんな本を読んでいますか、読みたいですか 

 

 

 ３年生 ５年生 

小説・物語 ８１人 １２１人 

伝記・歴史 １０人 ３４人 

図鑑 ３５人 ２３人 

科学の本 １６人 １７人 

童話 ５人 １９人 

スポーツの本 ３０人 ３２人 

趣味の本（おりがみ、料理、トランプ、将棋、ダンス など） ３４人 ２５人 

学習マンガ ３０人 ３４人 

ゲームの本 ２６人 ２５人 

その他 ４６人 １８人 

※複数回答があった場合はカウントしました。 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

小説・物語

伝記・歴史

図鑑

科学の本

童話

スポーツの本

趣味の本

学習マンガ

ゲームの本

その他

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1

0

３年集計
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小説・物語

伝記・歴史

図鑑

科学の本

童話

スポーツの本

趣味の本

学習マンガ

ゲームの本

その他

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1

0

５年集計
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５ 中学校における取り組み 

中学生になると、多読の傾向は減少し、共感できる本などを選び読むように

なります。将来のことも考え始め、読書を将来に役立てようとし始める時期で

もあるため、情報が氾濫する現代において、必要な情報を収集、活用できる力

を身に付けることが大切です。 

また、中学生までに形成された読書習慣が、その後の読書習慣に大きく関係

してくることから、肝要な時期であると言えます。 

 

⑴ 現状 

 市内の中学校５校全てで、朝読書が行われていますが、読み聞かせを行って

いる学校は１校のみです。また、子ども読書の日、子ども読書週間、読書週間

に関する読書啓発、保護者への読書啓発が実施されている学校は１校となっ

ており、ボランティアを活用している学校も１校のみです。 

 司書教諭が配置されている学校は２校で、学校司書は、全学校で配置されて

おり、全ての学校で、司書教諭や学校司書が、専門知識や技術を高める研修会

等へ出席するための機会を設けています。 

 アンケート結果から、読書が好きな生徒が小学生と同じく８割以上であるこ

とがわかりますが、１か月に３冊以上の本を読んでいる生徒は３割程度です。 

 

⑵ 課題 

 ア 読書環境の整備 

  (ｱ) ２校が学校図書館図書標準を達成できていません。 

  (ｲ) 蔵書数が不足しています。 

  (ｳ) アンケート結果を見ると、読書が好きではない生徒が全体の約１

９％います。「読みたい本がない」や「マンガや雑誌のほうがおもしろ

い」などが主な理由です。 

  (ｴ) 学校の図書室では蔵書管理システムが整備されていないため、図書

資料の検索や図書の貸出し、返却がスムーズではありません。また、市

内の他の小、中学校が所有する図書を把握できていません。 

 イ 調べ学習の効果的な実施 

(ｱ) 調べ学習で使用する資料が不足しています。 

(ｲ) インターネットに頼る生徒が多く、本を使った調べ学習が減少して

います。 

  ウ 保護者への啓発等 

   (ｱ) 保護者へ啓発活動を行っている学校は１校のみで、保護者の関心が

低く、啓発の仕方が難しいのが現状です。 

(ｲ) 生徒に家庭で読んで欲しい本の紹介ができていません。 
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  エ 伊東図書館やボランティア等との連携 

   (ｱ) ほとんどの学校でボランティアが活用されていません。 

(ｲ) 伊東図書館が学校から遠く利用しづらい学校があります。 

(ｳ)  伊東図書館の団体貸出制度を利用したことがある学校は、５年前の

０校からは増えたものの１校のみです。 

オ 司書教諭、学校司書の設置等 

(ｱ) 司書教諭は、５年前は３校に配置されていましたが、今年度は２校

になっており、その内の 1校の司書教諭は、活動時間が取れていない

と感じています。 

 

⑶ 施策 

ア 読書環境の整備の充実  

(ｱ) 学校は、団体貸出制度を活用することで、蔵書数の不足を補うよう

努め、伊東図書館は、団体貸出制度について学校へ利用を促します。 

(ｲ) 学校、伊東図書館ともに、本の展示の仕方や紹介文を工夫するなど

積極的に情報発信し、生徒の読書意欲が芽生えるよう努めます。 

(ｳ)  蔵書管理システムが導入され、データベース化されれば、貸出し、

返却の手続きが効率的になることに加え、市内の学校図書室をネット

ワーク化することで、校内図書室の蔵書検索だけでなく、市内の他校

の蔵書も検索できます。導入の必要性について、学校と伊東図書館で

提言をしていきます。 

イ 調べ学習の効果的な実施の支援  

(ｱ) 伊東図書館は、学校で不足する調べ学習に必要な資料について、対

応できるよう収集等に努め、団体貸出制度の利用に備えます。  

(ｲ) インターネットと図書を併用した調べ学習が行えるよう、学校、伊

東図書館ともに関係資料の充実に努め、環境体制を整えます。 

ウ 保護者への啓発等の強化  

(ｱ) 学校は、読書活動の重要性及び家庭における読書推進について、保

護者へ会合や通知を通じて働きかけます。  

エ 伊東図書館やボランティア等との連携の促進  

(ｱ) 伊東図書館は、学校に、静岡県子ども読書アドバイザーやボランテ

ィアの紹介ができるよう、学校の要望やボランティアの活動内容につ

いて情報収集します。 

(ｲ) 移動図書館「ともだち号」は巡回していませんが、団体貸出制度の

利用が少ないこと、遠隔の学校等を考慮し、伊東図書館の本を中学校

が活用しやすくなるような方法を検討します。 

  オ 学校図書館の活性化 



 

 

- 24 - 

 

 (ｱ) 学校全体で司書教諭や学校司書をサポートすることで、活動時間の

確保や研修会等への参加が可能な協力体制をつくり、学校図書館の充

実を目指します。 
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⑷ アンケート結果【中学校】 

対象：中学校５校（平成２６年 ５校） 

   ア 読書活動の実施 

 令和元年 平成２６年 

朝読書を実施 ５校 ４校 

読み聞かせを実施 １校 ２校 

ブックトークを実施 ２校 １校 

その他の活動を実施 １校 ０校 

イ 読み聞かせボランティアの活用 

 令和元年 平成２６年 

活用している １校 ２校 

活用していない ４校 ３校 

ウ 伊東図書館の団体貸出制度の利用 

 令和元年 平成２６年 

利用したことがある １校 ０校 

利用したことがない ４校 ５校 

エ 読書週間に関連した読書啓発 

 令和元年 平成２６年 

実施している ２校 ２校 

実施していない ３校 ３校 

オ １か月の目標読書冊数 

 令和元年 平成２６年 

決めている ０校 ０校 

決めていない ５校 ５校 

カ 図書標準（学校図書館に整備すべき蔵書の標準）の達成 

 令和元年 平成２６年 

達成している ３校 １校 

達成していない ２校 ４校 

キ 調べ学習の教諭の伊東図書館利用 

 令和元年 平成２６年 

毎回利用している ０校 ０校 

時々利用している ４校 ２校 

利用していない １校 ３校 

ク 保護者への読書活動の啓発 

 令和元年 平成２６年 

啓発している １校 ２校 

啓発していない ４校 ３校 
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ケ 読み聞かせボランティアとの連携 

 令和元年 平成２６年 

十分取れている ０校 ０校 

取れている １校 ２校 

取れていない ０校 ０校 

ボランティアを活用

していない 
４校 ３校 

コ 司書教諭の配置 

 令和元年 平成２６年 

配置している ２校 ３校 

配置していない ３校 ２校 

サ 司書教諭の活動時間の配慮（配置している学校対象） 

 令和元年 平成２６年 

配慮している １校 ２校 

配慮していない １校 ３校 

シ 学校司書の配置 

 令和元年 平成２６年 

配置している ５校 ０校 

配置していない ０校 ５校 

ス 学校司書や司書教諭の研修会等への出席 

 令和元年 平成２６年 

出席している ５校 １校 

出席していない ０校 ４校 

セ その他自由記述より 

    (ｱ) 学校図書館の環境整備の課題 

      ・オープンスペースのため全体的に埃っぽく（砂埃）、エアコン 

の設置対象から外されているようだ 

      ・場所や蔵書数に課題がある 

     (ｲ) 調べ学習における課題  

      ・本を使った調べ学習は期待されていない 

      ・インターネットの利用が主で、図書コーナーを利用する生徒が

減少している 

      ・資料が不足している 

     (ｳ) 保護者への情報提供や読書啓発における課題 

      ・子どもの読んでいる本に対する保護者の関心が低く、どんな形

で啓発できるかイメージがわかない 

      ・全てが学校を発信源としなければならない 
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      ・地域として本を読む習慣が定着するよう活動したい 

      ・読書啓発という下地がないので、保護者に理解されにくい 

      ・家で読んでほしい本の紹介等が学校ではなかなかできない現状 

     (ｴ) その他 

      ・伊東図書館が学校から遠いので利用しづらい 

      ・学習場所として伊東図書館に行く生徒も多い 

      ・伊東図書館発行の図書館だよりの内容が中学生から大人向きの

ものにならないか 

       

 ⑸ アンケート結果【中学生】 

対象：中学校５校の２年生の１クラス（計１２８人） 

   ア 読書は好きですか 

 ２年生 

好き ４８人 

まあまあ好き ５６人 

あまり好きではない １８人 

きらい ６人 

イ 読書が「あまり好きではない」、「きらい」な人の理由 

 ２年生 

本はおもしろくない ４人 

読みたいけど時間がない ２人 

読みたい本がない ７人 

マンガや雑誌のほうがおもしろい ９人 

ゲームやテレビ、ネットのほうがおも

しろい 
１人 

その他 １人 

ウ 朝読書以外で１か月に平均何冊本を読みますか 

 ２年生 

０冊 ２５人 

１～２冊 ６４人 

３～５冊 ２８人 

６～１０冊 ６人 

１０冊以上 ５人 
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エ どうしたらもっと本を読むようになると思いますか

 

 

 ２年生 

おすすめの本を誰かに教えてもらう ３７人 

おすすめの本のリストをもらう ２１人 

みんなが読みたいと思う本を図書室や図書館に置く ３５人 

小さい頃から本を読んでもらう １９人 

学校で読み聞かせをしてもらう ３人 

朝読書など「本を読む時間」をもっと増やす ３６人 

本を読むことが楽しくなるようなイベントに参加する １１人 

その他 ６人 

※複数回答があった場合はカウントしました。 

  

0 5 10 15 20 25 30 35 40

おすすめの本を誰かに教えてもらう

おすすめの本のリストをもらう

みんなが読みたいと思う本を図書室や図書館に置く

小さい頃から本をよんでもらう

学校で読み聞かせをしてもらう

朝読書など「本を読む時間」をもっと増やす

本を読むことが楽しくなるようなイベントに参加する

その他

1
2

3
4

5
6

7
8
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オ どんな本を読んでいますか、読みたいですか

 
 

 ２年生 

小説・物語 １０９人 

伝記・歴史 １１人 

図鑑 ２人 

科学の本 ６人 

童話 ６人 

スポーツの本 １６人 

趣味の本（おりがみ、料理、トランプ、将棋、ダンス など） １４人 

学習マンガ ８人 

ゲームの本 ９人 

その他 ５人 

※複数回答があった場合はカウントしました。  

0 20 40 60 80 100 120
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伝記・歴史

図鑑

科学の本

童話

スポーツの本

趣味の本

学習マンガ

ゲームの本

その他

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1

0
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６ 高等学校における取り組み 

高校生になると、様々な本の種類に応じた読書が可能となり、知的興味に応

じ、幅広く多様な読書ができるようになります。一方で、中学生までに読書習

慣が形成されていても、高校生になってから読書への関心が低くなり、本から

遠ざかる生徒が少なくない時期でもあります。 

中学生までに読書習慣が形成されていない場合は、読書習慣の形成を図り、

読書への関心が以前よりも低くなった場合は、読書への関心度を高める必要が

あります。 

 

⑴ 現状 

 市内の高等学校３校全てで、朝読書が行われています。また、読書週間に関

する読書啓発を実施している学校は２校ですが、図書整理のボランティアを

活用している学校は１校のみです。１か月の目標読書冊数を決めている学校

は小学校、中学校ともに０校でしたが、高等学校のうち１校で目標読書冊数を

決めています。 

 司書教諭が配置されている学校は１校で、学校司書が配置されている学校

も１校のみでした。 

 アンケート結果から、読書が好きな生徒が小学生や中学生と大差なく８割い

ますが、１か月に３冊以上の本を読んでいる生徒は２割です。 

 

⑵ 課題 

 ア 読書環境の整備 

  (ｱ) 多くの書籍を購入することは難しい状況です。 

  (ｲ) 子どもの減少による高等学校の統合が進む中、学校図書館の統合も

考えなければなりません。  

   (ｳ) アンケート結果を見ると、読書が好きではない生徒が全体の２０％

います。「本はおもしろくない」や「読みたい本がない」などが主な理

由です。 

(ｴ)  文学小説や心の豊かになるような本を読む機会をつくることができ

ていません。 

イ 伊東図書館との連携 

   (ｱ) 学校から離れているため連携しづらい状況です。  

(ｲ) 「としょかんだより」は、中学校までの配付のため、高等学校には、

直接、新刊図書等の情報が伝わることがありません。 

(ｳ)  伊東図書館の団体貸出制度を利用したことがある学校はありません。 
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ウ 司書教諭、学校司書の設置等 

(ｱ) 司書教諭、学校司書ともに、１校しか配置されていません。司書

教諭の活動時間も取れていないと感じていますが、専門知識や技術を

高める研修会等へ出席するための機会は設けられています。 

 

⑶ 施策 

 ア 読書環境の整備の充実  

  (ｱ) 学校は、団体貸出制度を活用することで、蔵書数の不足を補うよう

努め、伊東図書館は、団体貸出制度について学校へ利用を促します。 

  (ｲ) 伊東図書館はＹＡ※８コーナーに、読み継がれている文学小説や若い

世代に人気がある本などを配架し、高校生が本を探す際の選択肢が広

がるような工夫に努めます。 

 イ 伊東図書館との連携の促進  

  (ｱ) 移動図書館「ともだち号」は、高等学校を巡回していませんが、団

体貸出制度が利用されていないこと、学校が伊東図書館から遠隔にあ

ることを考慮し、伊東図書館の本を高等学校が活用しやすくなるよう

な方法を検討します。 

  (ｲ) 高等学校には「としょかんだより」が配付されていませんが、新刊

図書の紹介等が掲載された高校生向けのものを作成し、配付できるよ

う検討します。 

 ウ 学校図書館の活性化  

(ｱ) 学校全体で司書教諭や学校司書、それに代わる学校図書館担当教諭

をサポートし、活動時間が確保されるような協力体制をつくっていき

ます。  

 

※８ ＹＡ：ヤングアダルトの略。中高生などの児童と成人の間の世代を指す。  
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⑷ アンケート結果【高等学校】 

対象：高等学校３校（平成２６年はアンケートを実施していません） 

   ア 読書活動の実施 

 令和元年 

朝読書を実施 ３校 

読み聞かせを実施 ０校 

ブックトークを実施 ０校 

その他の活動を実施 ０校 

イ ボランティアの活用 

 令和元年 

活用している １校 

活用していない ２校 

  ※活用している 1 校は、読み聞かせボランティアでなく図書整理ボランティア 

ウ 伊東図書館の団体貸出制度の利用 

 令和元年 

利用したことがある ０校 

利用したことがない ３校 

エ 読書週間に関連した読書啓発 

 令和元年 

実施している ２校 

実施していない １校 

オ １か月の目標読書冊数 

 令和元年 

決めている １校 

決めていない ２校 

カ 調べ学習の教諭の伊東図書館利用 

 令和元年 

毎回利用している ０校 

時々利用している ０校 

利用していない ３校 

キ 司書教諭の配置 

 令和元年 

配置している １校 

配置していない ２校 

ク 司書教諭の活動時間の配慮（配置している学校対象） 

 令和元年 

配慮している ０校 
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配慮していない １校 

ケ 学校司書の配置 

 令和元年 

配置している １校 

配置していない ２校 

コ 学校司書や司書教諭の研修会等への出席（配置している学校対象） 

 令和元年 

出席している １校 

出席していない ０校 

サ その他自由記述より 

    (ｱ) 学校図書館の環境整備の課題 

      ・古い蔵書の廃棄について判断に困る 

      ・新着図書の登録に時間がかかり、利用者の手に渡るまでに１か

月ほどかかってしまう 

      ・予算が限られており、多くの書籍を購入することが難しい 

      ・新構想高校の開校に向け、複数の学校図書館の統合が必要 

     (ｲ) 生徒の読書に関する課題  

      ・勉強を優先し、「本を読みたくても時間がない」という生徒の

声をよく聞くので、朝読書だけでも続けていきたい 

      ・携帯小説やライトノベルを読む生徒が多く、文学小説を読む生

徒が少ない 

      ・内面の豊かさを育めるような、好みの本以外のものの魅力にも

気づかせたいが、きっかけを作るのが容易でない 

     (ｳ) 調べ学習における課題  

      ・教科、科目ごとに学習内容が異なり、必ずしも調べ学習に適す

るとは限らない       

     (ｴ)  その他 

      ・伊東図書館に毎年発行される統計的な資料等を置いてもらえる

とよい 

      ・読書好きの生徒が多く、朝読書だけでなく空き時間や電車内な

ど、時間があれば読書をする姿に感心する。地域や家庭、小中

学校での読書教育の手厚さの賜物だと思う 

      ・伊東図書館が近接していれば何らかの連携が取りやすい 

   ・伊東図書館の蔵書や新刊図書の紹介などの情報がもらえるとよ

い 
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⑸ アンケート結果【高等学校】 

対象：高等学校３校の２年生の各１クラス（計１００人） 

   ア 読書は好きですか 

 ２年生 

好き ４３人 

まあまあ好き ３７人 

あまり好きではない １５人 

きらい ５人 

イ 読書が「あまり好きではない」、「きらい」な人の理由 

 ２年生 

本はおもしろくない ５人 

読みたいけど時間がない ０人 

読みたい本がない ８人 

マンガや雑誌のほうがおもしろい １人 

ゲームやテレビ、ネットのほうがおも

しろい 
３人 

その他 ３人 

ウ 朝読書以外で１か月に平均何冊本を読みますか 

 ２年生 

０冊 ２８人 

１～２冊 ５２人 

３～５冊 １０人 

６～１０冊 ３人 

１０冊以上 ７人 
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エ どうしたらもっと本を読むようになると思いますか

 

 

 ２年生 

おすすめの本を誰かに教えてもらう ２９人 

おすすめの本のリストをもらう ９人 

みんなが読みたいと思う本を図書室や図書館に置く １４人 

小さい頃から本を読んでもらう １６人 

学校で読み聞かせをしてもらう ２人 

朝読書など「本を読む時間」をもっと増やす ２９人 

本を読むことが楽しくなるようなイベントに参加する ５人 

その他 ３人 

※複数回答があった場合はカウントしました。 

  

0 5 10 15 20 25 30 35

おすすめの本を誰かに教えてもらう

おすすめの本のリストをもらう

みんなが読みたいと思う本を図書室や図書館に置く

小さい頃から本をよんでもらう

学校で読み聞かせをしてもらう

朝読書など「本を読む時間」をもっと増やす

本を読むことが楽しくなるようなイベントに参加する

その他

1
2

3
4

5
6

7
8
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オ どんな本を読んでいますか、読みたいですか

 

 

 ２年生 

小説・物語 ９０人 

伝記・歴史 ８人 

図鑑 １人 

科学の本 ０人 

童話 ７人 

スポーツの本 ８人 

趣味の本（おりがみ、料理、トランプ、将棋、ダンス など） １０人 

学習マンガ ２人 

ゲームの本 ３人 

その他 ３人 

※複数回答があった場合はカウントしました。 

 

  

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

小説・物語

伝記・歴史

図鑑

科学の本

童話

スポーツの本

趣味の本

学習マンガ

ゲームの本

その他

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1

0
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７ 特別な支援を必要とする子どもへの取り組み 

障がいのある子どもや日本語を理解することが難しい（以下、「特別な支援

を必要とする」という）子どもなどが、絵本や児童書などの字を読むことがで

きなくても、本の楽しさや素晴らしさを知ることは必要であり、読み聞かせや、

録音図書、点字図書、難しい漢字や長文がない読みやすい本（以下「バリアフ

リー図書」という）、外国語で書かれた本などの図書を利用することで可能に

もなります。 

また、特別な支援を必要としない子どもが、障がいに関する本や外国に関す

る本などを読むことで、特別な支援を必要とする人への理解を深めることも大

切です。 

 

⑴ 現状 

 特別支援学校では、読み聞かせを教員が行っており、ボランティアも活用さ

れています。司書教諭は配置されていますが、学校司書は配置されていません。 

 

⑵ 課題 

 特別支援学校では、家庭に向けての読書活動啓発がされていません。 

 また、市内の小・中・高等学校の学校図書館における、特別な支援を必要と

する児童、生徒に対する配慮ができている学校は一部であり、ほとんどの学校

では配慮できていないのが現状です。 

 

⑶ 施策 

 ア 読書環境の整備の充実  

  (ｱ) 児童、生徒が絵本の世界を楽しめるよう、特別支援学校では引き続

き読み聞かせを行っていきます。 

  (ｲ) 各学校、伊東図書館ともに、文字を読むことや文章を理解すること

が苦手な子どもや、特別な支援を必要とする子どもも読書を楽しめる

よう、バリアフリー図書、布などで加工されたさわって楽しめる本、

外国語で書かれた本等を充実させるよう努力します。   

 イ 保護者への啓発等の強化  

  (ｱ) 全ての子どもに読書を楽しむ権利があり、各学校は特別な支援を必

要とする子どものいる家庭でも読書活動を進めてもらえるよう、保護

者の会合や通知等で伝えていきます。なお、日本語を理解することが

難しい保護者にもわかりやすい通知文を作成するよう努めます。  

 ウ 特別支援学校と伊東図書館との連携の促進  

(ｱ) 伊東図書館は、特別支援学校と連携し、児童、生徒に必要な資料等

を把握することで、団体貸出制度を利用してもらえるよう努めます。 
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⑷ アンケート結果  

対象：静岡県立東部特別支援学校伊東分校（小学部、中学部） 

（平成２６年はアンケートを実施していません） 

   ア 図書標準（学校図書館に整備すべき蔵書の標準）の達成 

     達成していない 

イ 児童、生徒への読み聞かせ 

  読み聞かせをしている 

ウ 伊東図書館の団体貸出制度の利用 

  利用したことがない 

エ 家庭への読書活動の啓発 

  啓発していない 

オ 司書教諭の配置 

  配置している 

カ 学校司書の配置 

  配置していない 

キ その他自由記述より 

    (ｱ) 児童や生徒の好む本 

      ・幼児、小学校低学年向けの絵本や大型絵本 

     (ｲ) 読書活動の課題  

      ・家庭への読書活動の啓発 

 

 ⑸ アンケート結果【小・中・高等学校】 

対象：小学校１０校、中学校５校、高等学校３校 

   ア 学校図書館は、障がいのある児童、生徒や日本語を母国語としてい

ない児童、生徒に対し配慮している 

 小学校 中学校 高等学校 

令和元 平成２６ 令和元 平成２６ 令和元 平成２６ 

十分配慮している ０校 ０校 ０校 ０校 ０校 未調査 

配慮している １校 ３校 １校 ０校 ０校 未調査 

できていない ９校 ７校 ４校 ５校 ３校 未調査 
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８ 図書館における取り組み 

伊東図書館は、子どもにとって豊富な蔵書から読みたい本を探し、読書の楽

しみを知ることができる場所であり、地域における子どもの読書活動を推進す

る上で中心的な役割を果たす場所となっています。 

 

⑴ 現状 

 伊東図書館の児童図書は、約４万７千冊で、図書館資料全体の約２３％を占

めており、貸出冊数は年間約６万６千冊で、全体の貸出冊数の約３２％を占め

ています。（平成３１年４月１日現在） 

 読書活動の入り口としては、ブックスタート事業を実施し、子どもの読書活

動推進とともに図書館利用の増進につなげるため、読書通帳※９の配付やボラ

ンティアによる「おはなし会」、ワークショップ※１０、「ぬいぐるみ図書館おと

まり会」などを実施しています。なお、「おはなし会」では、参加が継続され

るようスタンプカードを配付しています。 

 図書館に関心を持ち、効果的に利用ができるよう、積極的に小学生の図書館

見学や中学生以上の職場体験の受入れを行っています。 

 児童向けの絵本や読み物を置く特集コーナーや企画展を、年に数回テーマを

入れ替えて実施し、子どもはもちろん、保護者に対しても読書の重要性を伝え

ています。 

また、図書館で行うイベントや新刊図書案内などを「広報いとう」や「とし

ょかんだより」、ホームページ等を活用することで、広く情報提供しています。 

 

※９ 読書通帳：自分が読んだ本を記録する帳面。伊東図書館では３０冊分を記録することができる手作

りの読書通帳を希望者に配付し、３０冊記録されると達成のスタンプを押すようになっ

ている。 

※１０ワークショップ：参加・体験型講座 

 

 ⑵ 課題 

  ア 読書環境の整備 

   (ｱ) 子どもが読みたい本を手に取って中を見て探すことができるよう、

多くの本の開架スペースへの配架を考えていますが、スペースが狭く、

本棚に隙間なく収納されています。また、閉架書庫へ収納されている

など、自由に好きな本を選びにくい環境です。 

(ｲ) 試験シーズンや学校の長期休みは、学習のために来館する生徒が多

いため、閲覧席が不足し、図書資料を使った調べ学習を行いたい場合、

図書館内での学習ができない場合があります。 
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(ｳ) 中学生・高校生の貸出数は低く、小学生以下の貸出数に対し１０％

以下です。 

   (ｴ) 特別な支援を必要とする子どもが、充実した読書活動を行うための

読書環境が整備されていません。 

   (ｵ) 伊東図書館に来館する方法としては、徒歩や公共交通機関よりも、

車が多いと考えられますが、駐車場が狭く、臨時駐車場も距離がある

ため、中には来館を諦める方もいます。 

イ 読書活動の啓発等 

(ｱ) 伊東図書館で行うイベント等について、「広報いとう」やホームペー

ジなどでお知らせしていますが、参加者が少ないことがあります。 

(ｲ) 伊東図書館が発行している「としょかんだより」では、児童図書の

新刊紹介をしており、中学生にも配付されていますが、掲載されてい

る本は小学生以下を対象にしたものが多く、高校生には配付していな

いため、読書量が減少してくる中学生や高校生の世代への情報提供が

十分ではありません。 

  ウ 保育園、幼稚園、学校やボランティア等との連携 

   (ｱ) 保育園から高等学校まで、団体貸出制度の利用が多くありません。 

   (ｲ)  静岡県子ども読書アドバイザーの周知ができていません。 

   (ｳ) 読み聞かせ等の活動をしているボランティアの把握ができていませ 

ん。 

(ｴ) 伊東図書館には本館と大原地区にある大原児童図書館があり、遠隔 

地に関しては移動図書館「ともだち号」が、市内２１か所を巡回する 

ことで、カバーしています。しかし、訪問していない施設等（小学校、 

老人施設、障がい者施設など）から訪問先の増設を望む声があります。 

   

⑶ 施策 

ア 読書環境の整備の充実  

(ｱ) 子どもが本を選びやすいよう、本棚の整理整頓に努めるとともに、

閉架書庫の本については、イベント時や特集コーナーに配架すること

で、子どもの目に触れるよう展示するなど、限られた開架スペースを

有効活用できるよう努めます。 

(ｲ) 少ない閲覧席をカバーするため、混雑する時季を予想し、自習室と

して使える会議室等を確保します。 

(ｳ) 多忙な中学生・高校生ですが、読書をしない理由としては、「時間が

ない」よりも「読みたい本がない」が多いため、本に関する情報の発

信や、図書館内での展示の工夫などにより、本を読んでみたいと思え

る環境をつくります。 
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(ｴ) 特別な支援を必要とする子どもも本に親しめるよう、バリアフリー

図書や、外国語で書かれた本等の充実を図ります。 

(ｵ) 図書館へ来館する際は、公共交通機関や臨時駐車場の利用を広く呼

びかけ続け、誰もが利用できる図書館を目指します。 

イ 読書活動の啓発等の強化  

 (ｱ) イベント等の案内は、「広報いとう」やホームページなどでの発信に

加え、地元の報道機関へも情報提供し、積極的な情報発信を行い、利

用者や参加者の増加につなげます。  

  (ｲ) 中学生・高校生向けの図書を紹介する「としょかんだより」を発行

することで、読書量の少ない世代に情報を提供していきます。  

ウ 保育園、幼稚園、学校やボランティア等との連携の促進  

(ｱ) 団体貸出制度については、積極的に案内通知を出すなどして利用を

呼びかけます。 

(ｲ) 静岡県子ども読書アドバイザーの認知度は低いため、県だけに頼る

のではなく情報提供をするなどしていき、要望があれば派遣できるよ

う制度を整えていきます。 

(ｳ) 市内の読み聞かせ等のボランティアを把握するため、情報収集に努

めます。 

(ｴ) 団体貸出制度の利用が少ないことや、遠隔の保育園、幼稚園、学校が

複数あること、蔵書数の不足に悩む学校等が多いことを考慮し、伊東

図書館の蔵書を配達し貸出すサービスを実施します。  

(ｵ) 読み聞かせボランティアの技術向上等を図るため講座を実施します。  
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伊東市子ども読書活動推進計画 努力目標 

 

≪目標数値≫ 

項   目 
平成２５年度 

（実 績） 

平成３０年度 

（実 績） 

令和６年度 

（目 標） 

児童図書の蔵書冊数 ４０，５５８冊 ４６，８２８冊 ５０，０００冊以上 

児童図書の年間貸出冊数 

（１２歳以下の子ども１人当た

り） 

１０．３冊 ８．１冊 １２冊以上 

 

 

≪伊東市と静岡県と全国≫ 

項   目 
伊東市 

（令和元年度） 

静岡県 

（平成２８年度） 

全 国 

（平成３０年度） 

本を読むことが好きだ

と答える児童・生徒の割

合 

小 ８６．６％ 

中 ８１．２％ 

高 ８０．０％ 

小 ７０．４％ 

中 ６４．５％ 

高 ６４．２％ 

小 ７３．３％ 

中 ６７．３％ 

高 ６２．９％ 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参 考 資 料 
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子どもの読書活動の推進に関する法律 
（平成１３年１２月１２日 法律第１５４号） 

 

（目的） 

第一条 この法律は、子どもの読書活動の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方

公共団体の責務等を明らかにするとともに、子どもの読書活動の推進に関する必要な事項

を定めることにより、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、

もって子どもの健やかな成長に資することを目的とする。 

 

（基本理念） 

第二条 子ども(おおむね十八歳以下の者をいう。以下同じ。)の読書活動は、子どもが、言

葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力

を身に付けていく上で欠くことのできないものであることにかんがみ、すべての子どもが

あらゆる機会とあらゆる場所において自主的に読書活動を行うことができるよう、積極的

にそのための環境の整備が推進されなければならない。 

 

（国の責務） 

第三条 国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、子どもの読書活動

の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

 

（地方公共団体の責務） 

第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を

踏まえ、子どもの読書活動の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

 

（事業者の努力） 

第五条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、子どもの読書

活動が推進されるよう、子どもの健やかな成長に資する書籍等の提供に努めるものとする。 

 

（保護者の役割） 

第六条 父母その他の保護者は、子どもの読書活動の機会の充実及び読書活動の習慣化に

積極的な役割を果たすものとする。 

 

（関係機関等との連携強化） 

第七条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策が円滑に実施され

るよう、学校、図書館その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体制の整

備に努めるものとする。 
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（子ども読書活動推進基本計画） 

第八条 政府は、子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る

ため、子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画(以下「子ども読書活動推進基本計画」

という。)を策定しなければならない。 

２ 政府は、子ども読書活動推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告

するとともに、公表しなければならない。 

３ 前項の規定は、子ども読書活動推進基本計画の変更について準用する。 

 

（都道府県子ども読書活動推進計画等） 

第九条 都道府県は、子ども読書活動推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県に

おける子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該都道府県における子どもの読書活

動の推進に関する施策についての計画(以下「都道府県子ども読書活動推進計画」という。)

を策定するよう努めなければならない。 

２ 市町村は、子ども読書活動推進基本計画(都道府県子ども読書活動推進計画が策定され

ているときは、子ども読書活動推進基本計画及び都道府県子ども読書活動推進計画)を基本

とするとともに、当該市町村における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該市町

村における子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画(以下「市町村子ども読書

活動推進計画」という。)を策定するよう努めなければならない。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動

推進計画を策定したときは、これを公表しなければならない。 

４ 前項の規定は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推進計画

の変更について準用する。 

 

（子ども読書の日） 

第十条 国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めるとともに、子ど

もが積極的に読書活動を行う意欲を高めるため、子ども読書の日を設ける。 

２ 子ども読書の日は、四月二十三日とする。 

３ 国及び地方公共団体は、子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努め

なければならない。 

 

（財政上の措置等） 

第十一条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策を実施するため

必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

附 則 

この法律は、公布の日から施行する。 
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学校図書館法 

（昭和２８年８月８日 法律第１８５号） 

（この法律の目的） 

第一条 この法律は、学校図書館が、学校教育において欠くことのできない基礎的な設備

であることにかんがみ、その健全な発達を図り、もつて学校教育を充実することを目的と

する。 

 

（定義） 

第二条 この法律において「学校図書館」とは、小学校（盲学校、聾学校及び養護学校の

小学部を含む。）、中学校（中等教育学校の前期課程並びに盲学校、聾学校及び養護学校

の中学部を含む。）及び高等学校（中等教育学校の後期課程並びに盲学校、聾学校及び養

護学校の高等部を含む。）（以下「学校」という。）において、図書、視覚聴覚教育の資

料その他学校教育に必要な資料（以下「図書館資料」という。）を収集し、整理し、及び

保存し、これを児童又は生徒及び教員の利用に供することによつて、学校の教育課程の展

開に寄与するとともに、児童又は生徒の健全な教養を育成することを目的として設けられ

る学校の設備をいう。 

 

（設置義務） 

第三条 学校には、学校図書館を設けなければならない。 

 

（学校図書館の運営） 

第四条 学校は、おおむね左の各号に掲げるような方法によつて、学校図書館を児童又は

生徒及び教員の利用に供するものとする。 

一 図書館資料を収集し、児童又は生徒及び教員の利用に供すること。 

二 図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。 

三 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を行うこと。 

四 図書館資料の利用その他学校図書館の利用に関し、児童又は生徒に対し指導を

行うこと。 

五 他の学校の学校図書館、図書館、博物館、公民館等と緊密に連絡し、及び協力

すること。 

２ 学校図書館は、その目的を達成するのに支障のない限度において、一般公衆に利用さ

せることができる。 

 

（司書教諭） 

第五条 学校には、学校図書館の専門的職務を掌らせるため、司書教諭を置かなければな

らない。 

２ 前項の司書教諭は、教諭をもつて充てる。この場合において、当該教諭は、司書教諭
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の講習を修了した者でなければならない。 

３ 前項に規定する司書教諭の講習は、大学その他の教育機関が文部科学大臣の委嘱を受

けて行う。 

４ 前項に規定するものを除くほか、司書教諭の講習に関し、履修すべき科目及び単位そ

の他必要な事項は、文部科学省令で定める。 

 

（設置者の任務） 

第六条 学校の設置者は、この法律の目的が十分に達成されるようその設置する学校の学

校図書館を整備し、及び充実を図ることに努めなければならない。 

 

（国の任務） 

第七条 国は、学校図書館を整備し、及びその充実を図るため、左の各号に掲げる事項の

実施に努めなければならない。 

   一  学校図書館の整備及び充実並びに司書教諭の養成に関する総合的計画を樹立す

ること。 

   二 学校図書館（国立学校の学校図書館を除く。）の設置及び運営に関し、専門

的、技術的な指導及び勧告を与えること。 

   三 前各号に掲げるものの外、学校図書館の整備及び充実のため必要と認められる

措置を講ずること。 

 

   附   則   抄 

（施行期日） 

１ この法律は、昭和２９年４月１日から施行する。 

 

（司書教諭の設置の特例） 

２ 学校には、平成１５年３月３１日までの間（政令で定める規模以下の学校にあつて 

は、当分の間）、第五条第一項の規定にかかわらず、司書教諭を置かないことができる。 

 

○学校図書館法附則第二項の学校の規模を定める政令（平成９年政令第１８９号） 

 学校図書館法附則第二項の政令で定める規模以下の学校は、学級の数（通信制の課程を 

置く高等学校にあっては、学級の数と通信制の課程の生徒の数を三百で除して得た数（一 

未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。）とを合計した数）が十一以下の学校とす 

る。 

   附   則 

 この政令は、公布の日（平成九年六月十一日）から施行する。 
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第三次伊東市子ども読書活動推進計画策定委員会委員名簿 

（敬称略・順不同） 

区   分 氏   名 所属団体等 

保育園 上村 眞理子 
保育園園長会代表 

広野保育園 

幼稚園 池田 千栄子 
幼稚園園長会代表 

鎌田幼稚園 

小・中学校 齋藤 秀輝 
校長会代表 

宇佐美中学校 

高等学校 西島  辰也 
高等学校代表 

伊東高校 国語科 

司書教諭 常盤 后徳 
司書教諭代表 

宇佐美中学校 

学校司書 露木 理恵 伊東市教育指導課 

母子保健担当 佐藤 美樹 伊東市子育て支援課 

有識者 齋藤 克子 伊東市社会教育指導員 

有識者 石川 弘夫 
伊東図書館おはなし会代表 

静岡県子ども読書アドバイザー 

教育委員会 冨士 一成  伊東市教育委員会 教育部長 

 

事務局  生涯学習課 課  長  杉山 宏生 

伊東図書館 館  長  鈴木 淑夫 

主  査  渡邉 祐子 

主  査  菊池 朋絵 
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